飲料自動販売機設置事業者公募要領

１　趣旨
　　当組合が管理するごみ焼却場において，来場者及び職員の利便性向上を目的として，飲料自動販売機の設置・運営を行う事業者を公募する。

２　設置場所
　　岡山県西部衛生施設組合
　　井笠広域里庄清掃工場敷地内で組合が指示する場所
　　（所在地：岡山県浅口郡里庄町大字新庄3656番4）

３　設置台数　　
　　２台（予定）

４　設置期間
　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間）
　　※協議のうえ更新可

５　設置条件
1 設置・撤去・維持管理・電気の引込工事代金等は，全て事業者負担
2 販売品目は清涼飲料水等（アルコール類不可）
3 周辺美化に配慮すること
4 災害時の協力に努めること
5 省エネ機種であること
6 キャッシュレス機能対応であること

６　設置手数料
　　年額金45,900円/台（税込み）【固定額】
　　　（電気代部分）24,000円/年
（占用面積部分）3㎡×20円/日×365日＝21,900円/年

７　応募資格
1 自動販売機設置実績を有するもの
2 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないもの
3 賦課されている全ての税を完納しているもの

８　提出書類
1 自動販売機設置提案書（様式第１号）
2 会社概要又はそれに準ずるもの
3 納税証明書（写し可）

９　提出期限
　　令和８年３月６日（金）17時必着

10　選定方法
　　提出された提案書等をもとに，内容を審査し選定する。

